
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

即時取得 宅建 H19-03-1 ≪#529≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが所有者として登記されている甲土地について売買契約をした。Ａと売買契約を締結した

Ｂが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がＡの土地ではなく

第三者の土地であったとしても、Ｂは即時に所有権を取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 即時取得 

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失

がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 （民法 192 条） 

 

 

 ⇒ 不動産については、「即時取得」の規定はない（適用されない） 

 

 

 


